
地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

朝
日
地
区
君
迫
工
区

平
二
九
・

一
・
一
七
か
ら

平
二
九
・

二
・

六
ま
で

日
田
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

朝
日
地
区
二
串
工
区

平
二
九
・

一
・
一
七
か
ら

平
二
九
・

二
・

六
ま
で

日
田
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

日
田
地
区
桐
尾
工
区

平
二
九
・

一
・
一
七
か
ら

平
二
九
・

二
・

六
ま
で

日
田
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

土
地
改
良
法
に
よ
る
換
地
計
画
の
決
定
及
び
縦
覧
（
県
営
事
業
）
（
六
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

保
安
林
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
実
施
計
画
の
策
定
及
び
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
区
域
の
変
更
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

道
路
の
供
用
開
始
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公

告

特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

所
在
不
分
明
者
に
対
す
る
保
安
林
指
定
通
知
の
掲
示
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

開
発
行
為
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
三
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

農
地
集
積
加
速
化
基
盤
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す

る
。な

お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

農
地
集
積
加
速
化
基
盤
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す

る
。な

お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
四
七
号

一
月
十
七
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

日
田
地
区
古
田
工
区

平
二
九
・

一
・
一
七
か
ら

平
二
九
・

二
・

六
ま
で

日
田
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

日
田
地
区
中
村
工
区

平
二
九
・

一
・
一
七
か
ら

平
二
九
・

二
・

六
ま
で

日
田
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

”
ゆ
め
“
タ
ウ
ン
こ
こ
の
え
地
区

小
釣
畑
工
区

平
二
九
・

一
・
一
七
か
ら

平
二
九
・

二
・

六
ま
で

九
重
町
役
場

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
の
所
在
場
所

豊
後
高
田
市
長
岩
屋
字
岩
ノ
下
二
七
一
二
番
四
・
二
七
一
二
番
五
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
七
一
二
番
六
、
二
七
二
〇
番
、
二
七
二
七
番
、
二
七
九
七
番
、
二
八
〇
〇
番

二
、
二
八
〇
一
番
、
二
八
〇
三
番
、
二
八
〇
四
番
、
二
八
〇
五
番
一
、
二
八
〇
五
番
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部

森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
豊
後
高
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
三
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
実
施
計
画
（
ニ
ホ
ン
ジ
カ
）
を
策

定
し
た
の
で
、
当
該
計
画
書
を
平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日
か
ら
大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室

及
び
各
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

一
般
国
道
四

四
二
号

大
分
市
大
字
奥
田
字
太
田
六
九
五
番
三

か
ら

大
分
市
大
字
奥
田
字
河
角
六
四
八
番
四

ま
で

前

二
六
・
五

〜
一
四
・
〇

二
五
・
五

後

二
六
・
五

〜
二
三
・
五

二
五
・
五

県
道
臼
杵
上

戸
次
線

大
分
市
大
字
杉
原
字
石
割
平
四
一
七
番

一
か
ら

大
分
市
大
字
杉
原
字
石
割
平
四
二
一
番

四
地
先
ま
で

前

九
・
〇

〜

七
・
三

五
六
・
〇

後

一
一
・
四

〜
一
〇
・
二

五
六
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

備
考

県
道
長
良
木

立
線

佐
伯
市
大
字
長
良
字
昭
拾

三
一
六
九
番
二
か
ら

佐
伯
市
大
字
長
良
字
昭
拾

三
一
七
一
番
地
先
ま
で

前

Ａ

六
・
五〜

五
・
五

四
九
・
〇

上
記
Ａ
及

び
Ｂ
は
、

関
係
図
面

に
表
示
す

る
敷
地
の

区
分
を
い

う
。

佐
伯
市
大
字
長
良
字
昭
拾

三
一
六
九
番
二
か
ら

佐
伯
市
大
字
長
良
字
昭
拾

三
一
七
一
番
地
先
ま
で

後

Ａ

六
・
五

〜
五
・
五

四
九
・
〇

佐
伯
市
大
字
長
良
字
昭
拾

三
一
六
九
番
二
地
先
か
ら

佐
伯
市
大
字
長
良
字
昭
拾

三
一
七
一
番
地
先
ま
で

Ｂ

五
・
六

〜
五
・
五

六
二
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

県
道
中
津
留

轟
牧
口
停
車

場
線

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
字
荒
瀬
一

六
七
七
番
二
地
先
か
ら

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
字
ナ
メ
カ

キ
一
五
五
三
番
八
ま
で

前

一
三
・
二

〜

三
・
八

五
六
〇
・
〇

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
字
荒
瀬
一

六
七
七
番
二
か
ら

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
字
ナ
メ
カ

キ
一
五
五
三
番
一
一
ま
で

後

二
四
・
八

〜

九
・
二

五
六
〇
・
〇

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

県
道
川
上
玖

珠
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森
字
坊
主
岩
三
三
四

六
番
四
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森
字
坊
主
岩
三
三
四

四
番
三
ま
で

前

一
三
・
〇

〜
一
〇
・
〇

九
六
・
〇

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森
字
坊
主
岩
三
三
四

六
番
五
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森
字
坊
主
岩
三
三
四

四
番
四
ま
で

後

一
九
・
〇

〜
一
〇
・
〇

九
六
・
〇

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森
字
坊
主
岩
三
三
〇

八
番
五
地
内

前

一
一
・
五

〜

八
・
〇

八
〇
・
五

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森
字
坊
主
岩
三
三
〇

八
番
六
地
内

後

二
一
・
〇

〜

八
・
〇

八
〇
・
五

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
一
乗
寺
一
五

三
五
番
五
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
一
乗
寺
一
五

〇
〇
番
三
ま
で

前

一
二
・
八

〜

八
・
〇

二
〇
五
・
五

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
一
乗
寺
一
五

三
五
番
七
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
一
乗
寺
一
五

〇
〇
番
四
ま
で

後

一
七
・
〇

〜
一
〇
・
〇

二
〇
五
・
五

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
臼
杵
上
戸
次
線

大
分
市
大
字
杉
原
字
石
割
平
四
一
七
番
一
か
ら

大
分
市
大
字
杉
原
字
石
割
平
四
二
一
番
四
地
先
ま
で

平
二
九
・

一
・
一
七

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
長
良
木
立
線

佐
伯
市
大
字
長
良
字
昭
拾
三
一
六
九
番
二
地
先
か
ら

佐
伯
市
大
字
長
良
字
昭
拾
三
一
七
一
番
地
先
ま
で

平
二
九
・

一
・
一
七

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

大
分
県
告
示
第
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



県
道
中
津
留
轟
牧
口
停
車

場
線

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
字
荒
瀬
一
六
七
七
番
二

か
ら

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
字
ナ
メ
カ
キ
一
五
五
三

番
一
一
ま
で

平
二
九
・

一
・
一
七

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
川
上
玖
珠
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森
字
坊
主
岩
三
三
四
六
番
五
か

ら玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森
字
坊
主
岩
三
三
四
四
番
四
ま

で

平
二
九
・

一
・
一
七

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
森
字
坊
主
岩
三
三
〇
八
番
六
地

内玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
一
乗
寺
一
五
三
五
番
七

か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
一
乗
寺
一
五
〇
〇
番
四

ま
で

実
施
の
区
域

実

施

の

期

日

実

施

の

場

所

由
布
市

平
二
九
・

五
・
一
六
か
ら

平
二
九
・

八
・
一
五
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日

及
び
祝
日
を
除
く
。
）

特
定
計
量
器
の
所
在
場
所

豊
後
高
田
市

平
二
九
・

五
・
二
三
か
ら

平
二
九
・

八
・
二
二
ま
で
（

〃

）

〃

日
出
町

平
二
九
・

六
・

六
か
ら

平
二
九
・

九
・

五
ま
で
（

〃

）

〃

宇
佐
市

平
二
九
・

六
・
一
二
か
ら

平
二
九
・

九
・
一
一
ま
で
（

〃

）

〃

中
津
市

平
二
九
・

七
・

三
か
ら

平
二
九
・
一
〇
・

二
ま
で
（

〃

）

〃

姫
島
村

平
二
九
・

九
・

一
か
ら

平
二
九
・
一
一
・
三
〇
ま
で
（

〃

）

〃

国
東
市

平
二
九
・

九
・

四
か
ら

平
二
九
・
一
二
・

四
ま
で
（

〃

）

〃

杵
築
市

平
二
九
・

九
・
一
一
か
ら

平
二
九
・
一
二
・
一
一
ま
で
（

〃

）

〃

別
府
市

平
二
九
・
一
〇
・
一
六
か
ら

平
三
〇
・

一
・
一
五
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日

及
び
祝
日
等
を
除
く
。
）

〃

実
施
の
区
域

実

施

の

期

日

実

施

の

場

所

由
布
市

平
二
九
・

五
・
一
六
か
ら

平
二
九
・

五
・
一
九
ま
で

由
布
市
役
所

豊
後
高
田
市

平
二
九
・

五
・
二
三
か
ら

平
二
九
・

五
・
三
〇
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日

を
除
く
。
）

豊
後
高
田
市
役
所

日
出
町

平
二
九
・

六
・

六
か
ら

平
二
九
・

六
・

七
ま
で

日
出
町
役
場

大
分
県
告
示
第
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
公

告

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
実
施
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
定
計
量
器

二

一
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
特
定
計
量
器

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

五



宇
佐
市

平
二
九
・

六
・
一
二
か
ら

平
二
九
・

六
・
二
一
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日

を
除
く
。
）

宇
佐
市
役
所

中
津
市

平
二
九
・

七
・

三
か
ら

平
二
九
・

七
・
二
〇
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日

及
び
祝
日
を
除
く
。
）

中
津
市
役
所

姫
島
村

平
二
九
・

九
・

一

姫
島
村
役
場

国
東
市

平
二
九
・

九
・

四
か
ら

平
二
九
・

九
・

八
ま
で

国
東
市
役
所

杵
築
市

平
二
九
・

九
・
一
一
か
ら

平
二
九
・

九
・
一
五
ま
で

杵
築
市
役
所

別
府
市

平
二
九
・
一
〇
・
一
六
か
ら

平
二
九
・
一
〇
・
三
〇
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日

を
除
く
。
）

別
府
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

所

在

の

不

分

明

な

者

の

氏

名

掲

示

場

所

戸
高
弘

佐
伯
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

所

在

の

不

分

明

な

者

の

氏

名

掲

示

場

所

保
證
責
任
因
尾
信
用
販
売
購
買
利
用
組
合

佐
伯
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

所

在

の

不

分

明

な

者

の

氏

名

掲

示

場

所

野
々
下
甚
太
郎

佐
伯
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容

を
保
安
林
の
属
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

二

通
知
の
要
旨

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日
付
け
森
保
第
四
百
五
十
八
号
の
三
で
通
知
し
た
指
定
予
定
保
安
林
に
つ
い

て
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
付
け
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
三
百
七
十
九
号

で
保
安
林
に
指
定
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
通

知森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容

を
保
安
林
の
属
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

二

通
知
の
要
旨

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
八
日
付
け
森
保
第
五
百
五
十
四
号
の
三
で
通
知
し
た
指
定
予
定
保
安
林
に
つ

い
て
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
付
け
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
三
百
八
十
五

号
で
保
安
林
に
指
定
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た

通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容

を
保
安
林
の
属
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

二

通
知
の
要
旨

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
八
日
付
け
森
保
第
五
百
五
十
九
号
の
三
で
通
知
し
た
指
定
予
定
保
安
林
に
つ

い
て
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
付
け
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
三
百
八
十
六

号
で
保
安
林
に
指
定
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た

通
知

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

六



平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
津
市
大
字
大
貞
字
辛
無
三
百
七
十
一
番
九
十
二
及
び
三
百
七
十
一
番
九
十
四

二

開
発
区
域
の
面
積

五
、
○
五
三
・
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

中
津
市
豊
田
町
十
四
番
地
三

中
津
市
長

奥

塚

正

典

四

完
了
検
査
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
五
日

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

七


